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連載

３

尊
重
す
べ
き
人
権
の
範
囲

　

金
融
機
関
が
人
権
尊
重
の
取
り
組

み
を
高
度
化
す
る
際
に
は
、
そ
の
前

提
と
し
て
「
尊
重
す
べ
き
人
権
の
範

囲
」
と
「
ど
の
よ
う
な
規
範
に
従
っ

て
人
権
を
尊
重
す
る
か
」
を
整
理
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

２
０
１
１
年
に
国
連
人
権
理
事
会

で
合
意
さ
れ
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権

に
関
す
る
指
導
原
則
」
は
、
企
業
が

尊
重
す
べ
き
人
権
の
範
囲
を
「
少
な

く
と
も
、
国
際
人
権
章
典
や
労
働
に

お
け
る
基
本
的
原
則
及
び
権
利
に
関

す
る
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
宣

言
に
規
定
さ
れ
て
い
る
基
本
的
権
利

に
関
す
る
原
則
等
に
表
明
さ
れ
て
い

る
人
権
」
と
し
て
い
る
。

　

国
際
人
権
章
典
と
は
、
１
９
４
８

年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
世

界
人
権
宣
言
」
と
、
こ
れ
を
条
約
化

し
た
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に

関
す
る
国
際
規
約
」「
経
済
的
、
社

会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国

際
規
約
」
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
は
98
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会

で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
、「
結
社
の

自
由
及
び
団
体
交
渉
権
の
効
果
的
な

承
認
」「
強
制
労
働
の
廃
止
」「
児
童

労
働
の
撤
廃
」「
雇
用
及
び
職
業
に

お
け
る
差
別
の
排
除
」「
安
全
で
健

康
的
な
労
働
環
境
」
と
い
う
五
つ
の

中
核
的
労
働
基
準
を
規
定
し
て
い
る
。

　

日
本
政
府
が
２
０
２
２
年
９
月
に

策
定
し
た
「
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン
等
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
た

め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
も
、
指
導
原

則
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
法

務
省
は
、
企
業
が
直
面
す
る
人
権
課

題
に
つ
い
て
理
解
の
浸
透
を
図
る
べ

く
、
主
要
な
25
の
人
権
リ
ス
ク
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
内
容
・
事
例
・
近

年
の
動
向
に
関
す
る
解
説
を
提
供
し

て
い
る
（
図
表
）。

尊
重
す
べ
き
人
権
の
範
囲
は

時
代
と
共
に
変
化

　

こ
の
リ
ス
ト
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

（
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
を
含
む
）

に
関
す
る
人
権
問
題
な
ど
、
最
近
注

目
度
が
高
ま
っ
て
い
る
幅
広
い
テ
ー

マ
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
金
融
機
関

の
活
動
が
引
き
起
こ
し
得
る
人
権
リ

ス
ク
の
類
型
を
把
握
す
る
上
で
参
考

に
な
る
。
例
え
ば
、
最
高
裁
判
所
は

23
年
７
月
、
経
済
産
業
省
に
勤
め
る

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
職
員
に
対

し
ト
イ
レ
の
使
用
制
限
を
認
め
た
国

の
対
応
は
違
法
、
と
す
る
判
決
を
言

い
渡
し
た
。
当
該
職
員
は
、
性
同
一

性
障
害
と
診
断
さ
れ
、
女
性
と
し
て

社
会
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
執
務

室
が
あ
る
フ
ロ
ア
か
ら
２
階
以
上
離

れ
た
女
性
用
ト
イ
レ
し
か
使
用
が
認

め
ら
れ
ず
、
国
の
対
応
は
不
当
だ
と

訴
え
て
い
た
。

　

判
決
は
、
国
の
対
応
に
つ
い
て
、

「
具
体
的
な
事
情
を
踏
ま
え
る
こ
と

な
く
他
の
職
員
に
対
す
る
配
慮
を
過

度
に
重
視
し
、
上
告
人
の
不
利
益
を

不
当
に
軽
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

（
中
略
）
著
し
く
妥
当
性
を
欠
い
た

も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
１
）。

　

今
回
の
判
決
は
、
雇
用
者
が
、
ラ

イ
ツ
ホ
ル
ダ
ー
の
人
権
に
対
す
る
負

の
影
響
に
つ
き
、
関
係
す
る
す
べ
て

の
職
員
の
利
益
と
不
利
益
を
検
討
し
、

人権尊重の取り組みの
高度化に当たってのポイント

ディレクター
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速
や
か
に
対
処
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
金
融
機
関
が
人
権
リ
ス

ク
管
理
の
高
度
化
に
取
り
組
む
際

に
は
、
こ
う
し
た
判
例
も
参
考
に
、

身
近
な
事
柄
に
ア
ン
テ
ナ
を
立
て
、

解
決
に
向
け
た
行
動
を
奨
励
す
る

カ
ル
チ
ャ
ー
を
醸
成
す
る
こ
と
が

必
要
だ
ろ
う
。

　

国
際
人
権
法
を
専
門
と
す
る
渡

邉
純
子
弁
護
士
は
、「
水
に
対
す

る
権
利
」
の
成
立
過
程
を
例
に
、

「
正
確
に
い
つ
の
時
点
で
ど
の
よ

う
な
内
容
の
国
際
人
権
が
争
い
な

く
成
立
し
『
国
際
的
に
認
め
ら
れ

た
人
権
』
と
な
る
の
か
が
一
義
的

・
客
観
的
に
定
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
特
に
日
本
の
よ
う
に
制
定
法

主
義
（
シ
ビ
ル
ロ
ー
）
を
採
用
す

る
国
の
国
内
法
の
成
立
の
仕
方
と

比
較
し
た
場
合
に
は
捉
え
づ
ら
い

と
思
わ
れ
や
す
い
」
と
指
摘
し
て

い
る
（
注
２
）。

　

尊
重
す
べ
き
人
権
の
範
囲
に
は
、

身
近
な
も
の
か
ら
そ
う
で
な
い
も

の
ま
で
、
多
様
な
テ
ー
マ
が
存
在

し
、
そ
れ
ら
は
時
代
や
社
会
の
要

請
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
。
従

っ
て
、
硬
直
的
に
考
え
ず
、
内
外

の
議
論
を
定
期
的
か
つ
組
織
的
に

共
有
し
、
リ
ス
ク
管
理
の
枠
組
み

に
反
映
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
規
範
に
従
っ
て 

人
権
を
尊
重
す
る
か

　

政
府
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

「
指
導
原
則
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍
企

業
行
動
指
針
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
多
国
籍
企
業

宣
言
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
」
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
お

り
、
金
融
機
関
が
ど
の
よ
う
な
規
範

に
従
っ
て
人
権
を
尊
重
す
る
か
を
考

え
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
こ
れ
ら

三
つ
の
順
守
を
基
本
に
据
え
る
こ
と

が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。

⑴
指
導
原
則
（
11
年
策
定
）

　

⒜
人
権
を
保
護
す
る
国
家
の
義
務
、

⒝
人
権
を
尊
重
す
る
企
業
の
責
任
、

⒞
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
の
三
つ
を

柱
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
お
よ
び

企
業
に
人
権
の
保
護
・
尊
重
へ
の
取

り
組
み
を
促
し
て
い
る
。

⑵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍
企
業
行
動
指
針

（
１
９
７
６
年
策
定
）

　

多
国
籍
企
業
に
期
待
さ
れ
る
、
責

任
あ
る
企
業
行
動
に
関
す
る
原
則
と

基
準
を
定
め
て
い
る
。
２
０
１
１
年

の
改
訂
で
は
、
企
業
の
人
権
尊
重
責

任
が
明
確
化
さ
れ
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス

で
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
実
施
す

べ
き
等
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

ま
た
、
23
年
の
改
訂
で
は
、
環
境
分

野
に
お
い
て
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

を
行
う
べ
き
具
体
例
が
追
加
さ
れ
た
。

⑶
Ｉ
Ｌ
Ｏ
多
国
籍
企
業
宣
言
（
77
年

策
定
）

　

多
国
籍
企
業
が
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・

ワ
ー
ク
（
働
き
が
い
の
あ
る
人
間
ら

し
い
仕
事
）
の
実
現
に
対
し
て
な
し

得
る
積
極
的
寄
与
を
奨
励
し
、
そ
の

各
種
の
活
動
が
も
た
ら
す
困
難
を
最

小
に
し
、
か
つ
解
決
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。

　

次
回
以
降
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
類

の
記
載
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
が
人

権
リ
ス
ク
管
理
の
枠
組
み
を
整
備
す

る
際
に
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
い
く
。

（
注
）１　

令
和
３
年
（
行
ヒ
）
第
２
８
５

号　

行
政
措
置
要
求
判
定
取
消
、
国

家
賠
償
請
求
事
件　

令
和
５
年
７
月

11
日 

第
三
小
法
廷
判
決

２　

渡
邉
純
子
「【
連
載
】
サ
ス
テ

イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
時
代
に
求
め
ら
れ
る

企
業
の
経
営
戦
略　

第
９
回　

国
際

人
権
法
の
成
り
立
ち
と
実
務
へ
の
適

用
│
水
に
対
す
る
権
利
を
題
材
に
」

（B
U

S
IN

E
S

S
 L

A
W

Y
E

R
S 

W
ebsite

、
２
０
２
１
年
９
月
15
日
）

（出所） 　法務省人権擁護局「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書をもとに筆者作成。

〔図表〕 企業が配慮すべき主要な人権および企業活動に関連する人権に関するリスク
1 賃金の不足・未払い、生活賃金 14 テクノロジー・ＡＩに関する人権問題
2 過剰・不当な労働時間 15 プライバシーの権利
3 労働安全衛生 16 消費者の安全と知る権利
4 社会保障を受ける権利 17 差別
5 パワーハラスメント（パワハラ） 18 ジェンダー（性的マイノリティーを含む）に関する人権問題
6 セクシュアルハラスメント（セクハラ） 19 表現の自由
7 マタニティハラスメント／パタニティハラスメント 20 先住民族・地域住民の権利
8 介護ハラスメント（ケアハラスメント） 21 環境・気候変動に関する人権問題
9 強制的な労働 22 知的財産権
10 居住移転の自由 23 賄賂・腐敗
11 結社の自由 24 サプライチェーン上の人権問題
12 外国人労働者の権利 25 救済へアクセスする権利
13 児童労働
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